
１－９ 避難上又は消火活動上有効な開口部の判断基準

避難上又は消火活動上有効な開口部（以下「有効開口部」という。）は、令第10条、

規則第５条の３に基づくものであるが、建築物の形態及び開口部の形状等により、次

の判断基準に基づき開口部の算定可否及び面積算定を行うものとする。

第１ 建築物の形態等による有効開口部算定の判断基準

有効開口部として算定することができる部分は、別記１によること。

第２ 開口部の形状等による有効開口部算定及び有効開口面積の判断基準

有効開口部として算定することができる部分は、扉、窓等を開放することがで

きる部分とし、別記２によること。

第３ 容易に破壊することのできるガラスの種別等

容易に破壊することのできるガラスの種別等については、別記３によること。

第４ 開口部の組合せによる有効開口部算定の判断基準

有効開口部として算定することができる部分は、別記４によること。

第５ 大型開口部又は特殊開口部の有効開口部算定の判断基準

有効開口部として算定することができる部分は、別記５によること。

第６ 特殊開口部の有効開口部算定の判断基準

有効開口部として算定することができる部分は、別記６によること。

第７ 電気的に施錠、解錠ができる錠前（以下「電気錠」という。）を設置する開口部

の有効開口部算定の判断基準

電気錠を設置する開口部で、次のいずれかの方法によって解錠できる場合にあ

っては、有効開口部として算定することができる。ただし、電気錠には自動火災

報知設備に準ずる非常電源を附置（電気錠の種類で、通電時は施錠し、非通電時

は解錠される「通電時施錠型」を除く。）すること。

１ 防災センター、守衛室等に設置した遠隔操作装置により解錠するもの

２ 自動火災報知設備の火災感知と連動し、解錠するもの

３ 扉の直近の見やすい位置に、非常時手動で解錠できる装置により解錠するもの



第８ 既存防火対象物の取扱いについて

平成28年４月１日において現に存する防火対象物又は現に新築、増築、改築、

移転、修繕若しくは模様替えの工事中の防火対象物の開口部の取扱いについては、

本通知の判断基準を適用して差し支えないものとし、従前の基準で設置済みの消

防用設備等で本通知の判断基準を適用することにより自主設置となるものにつ

いては、引き続き維持管理を行うことが望ましいものであること。

第９ その他

１ 別記３のガラスの種別等については、「消防用設備等（特殊消防用設備等）工事

計画届」等の関係図書に記載された内容をもって判断すること。

なお、既存防火対象物等で別記３のガラスの種別等が確認できない場合につい

ては、関係図書の提出又はガラス厚測定器の活用等により判断すること。

２ 開口部の有効開口面積等の計算において、個々の開口部の有効開口面積算定に

ついては、小数点第３位を切り捨てた数値とし、床面積の30分の１については、

小数点第３位を切り上げた数値とすること。



別記１

建築物の形態等による有効開口部算定について

建築物の形態等 判断基準等

⑴ 複数の棟が

渡り廊下等で

接続され、消

防用設備等の

設置単位が同

一棟となる場

合

１Ｆ 渡り廊下 １Ｆ

４Ｆ

３Ｆ

２Ｆ

３Ｆ

２Ｆ

渡り廊下

立面図 ○ 渡り廊下で接続された

階は、各棟の階及び渡り廊

下の面積を合算した形で

有効開口部算定を行う。

○ 渡り廊下で接続されて

いない階は、それぞれの棟

の階ごとに有効開口部算

定を行う。この結果、それ

ぞれの棟の階ごとの判定

が異なったときは、実態に

より判定する。

⑵ 一の階が間

仕切り壁等に

より、行き来

できない多区

画となる場合 間仕切り壁

平面図

○ 階全体で有効開口部算

定を行う。

（消防法施行令第８条の

区画に該当する場合は、当

該区画ごとに有効開口部

算定を行う。）

※ 階全体で普通階と判定

された場合は、区画ごとに

普通階の要件を満たすか、

各区画間に連絡通路、扉を

設けることが望ましい。

⑶ ひさし、バ

ルコニー等の

突起物により

隣地境界から

の有効幅員が

確保できない

場合

２F

１F

６F

５F

４F

３F

ひさし

有効幅１ｍ以上の
バルコニー

隣地境界

１ｍ未満

ＧＬ

１ｍ以上の通路

算定可

算定不可

算定可

算定可

算定可

算定可

立面図

○ 突起物により下階（１、

２階）の開口部は有効開口

部算定可とする。

○ 突起物部分がバルコニ

ー等で、その有効幅員が１

ｍ以上かつ、当該バルコニ

ー等が道路又は道路に通

ずる敷地等に面していれ

ば、突起物より上階（４～

６階）の開口部は有効開口

部算定可とする。



別記１

⑷ 建物の上階

がセットバッ

クしている場

合
５F

４F

３F

２F

１F

人が歩行できる
程度以上の強度

隣地境界

ＧＬ

１ｍ以上の通路

算定可

算定可

算定可

立面図

算定可

○ ひさしや２階屋上部分

の強度が、人が歩行できる

程度以上があれば、２～５

階の開口部も有効開口部

算定可とする。

⑸ 中庭に面す

る開口部の場

合

中 庭

幅１ｍ以上かつ
高さ２ｍ以上の通路

算定可

※道路又は道路に通ずる敷地等

平面図

建 物

○ 地盤面のレベルに有効

幅員１ｍ以上、高さ２ｍ以

上の通路(扉等が存する場

合は施錠されていないこ

と)が、道路又は道路に通

ずる敷地等に面していれ

ば、中庭に面する開口部は

有効開口部算定可とする。

⑹ 吹き抜けが

存する場合

断面図

算定可

平面図

吹き抜け部分 床

算定不可

２F床
ＧＬ

吹き抜け部分

○ ２階の有効開口部算定

に際し、吹き抜けに面する

開口部は有効開口部算定

不可とする。



別記１

⑺ 奥行きが１

ｍを超えるひ

さしがある場

合

１F

２F

平面図

有効開口部算定は
この面で行う

１ｍ

ひさし先端から１ｍ後退線

ａ

ｂ

ｃ ｄ

ｅ

ｆ

立面図

ｆｅｄ

ひさし先端から１ｍ後退線

ひさし

○ 左図の場合、有効開口部

算定はａ－ｂ、ｂ－ｅ、ｅ

－ｆ、ｆ－ａ面で行う。

なお、この場合の無窓

階、普通階に係る階床面積

はａ、ｂ、ｅ、ｆで囲まれ

た部分として差し支えな

い。

○ ２階におけるｂ－ｅ面

の有効開口部算定につい

ては、⑶によること。 

⑻ 専用庭等に

面する開口部

の場合 建 物

平面図

フェンス等の高さ GL＋1.2ｍ以下

フェンス等の高さ GL＋1.2ｍ以下

専用庭等

専用庭等

立面図

専用庭等

算定可

１ｍ以上の通路等

○ 専用庭等に設置してあ

るフェンス等の高さが地

盤面のレベルから1.2ｍ以

下で、道路又は道路に通ず

る敷地等に面していれば、

専用庭等の開口部は有効

開口部算定可とする。



開口部の形状等による有効開口部算定及び有効開口面積について

開口部の形状別有効開口面積 判断基準等

Fix

はめ殺し窓 引き違い窓（戸）

90°90°

両開き窓（戸）
片開き窓（戸）

90°

両引き戸 片引き戸

Ｂ

Ａ
Ａ

Ｂ Ｃ

θ

回転窓（縦軸）

回転窓（横軸）

シャッター ハンガードア

上げ下げ窓

① ②

③ ④

⑤ ⑥

⑧

⑦
ア

⑨

イ

⑩

○ 各開口部の斜線部分を有効開口部算

定可とする。以下、留意点を示す。

① はめ殺し窓等開閉不可の開口部は、原

則として有効開口部算定不可とする。

ただし、別記３のガラスを使用する場

合は有効開口部として算定して差し支

えない。

② 引き違い窓（戸）の開放部分は、厳密

に測定すると当該開口部の２分の１に

はならないが、算定上は単純に２分の１

で計算して差し支えない。

⑦ 開放角度が90度の場合（図ア参照）は、

全開口部（Ａ×Ｂ）が有効面積となる。

開放角度がθ度の場合（図イ参照）は、

Ｃの部分が有効寸法となる。

Ｃは、Ａ×（１－ｃｏｓθ）となる。

⑧ ⑦の例によること。

ただし、横軸上部の開口部は、横軸が

床面から1.2ｍを超える場合、有効開口

部算定不可とする。

⑩ 大型開口部（シャッター、ハンガード

ア等）は、原則として有効開口部算定不

可とする。ただし、別記５による一定の

基準を満たせば有効開口部算定可とす

る。

容易に破壊することのできるガラスの種別等

別記２

別記３



ガラス開口部の種類 算定可否

ガ ラ ス の 種 類

(日本産業規格・JIS 番号)
厚さ 窓等の形態

足場

あり

足場なし

窓ガラス用フィルム

なし Ａあり Ｂあり

普通板ガラス(R 3201)

フロート板ガラス（R 3202）

型板ガラス（R 3203）

熱線吸収板ガラス（R 3208）

熱線反射ガラス（R 3221）

6.0㎜

以下

引き違い窓等 ○ ○ ○ ○

はめ殺し窓 ○ ○ ○ ×

網入り板ガラス（R 3204）

線入り板ガラス（R 3204）

6.8㎜

以下

引き違い窓等 ○ ○ ○ ○

はめ殺し窓 × × × ×

6.8㎜

を超え

10.0㎜

以下

引き違い窓等 ○ × × ×

はめ殺し窓 × × × ×

強化ガラス（R 3206）

超耐熱結晶化ガラス（日本

産業規格なし）

5.0mm

以下

引き違い窓等 ○ ○ ○ ○

はめ殺し窓 ○ ○ ○ ×

複層ガラス（R 3209） 使用するガラスの組合せごとに本表により判定する。

合わせ

ガラス

(R 3205)

○フロート板ガラス

6.0mm 以下＋ＰＶＢ

（ポリビニルブチラ

ール）30mil（膜厚0.76

㎜）以下＋フロート板

ガラス6.0mm 以下

○フロート板ガラス

5.0mm 以下＋ ＰＶＢ

（ポリビニルブチラ

ール）30mil（膜厚0.76

㎜）以下＋網入り板ガ

ラス又は線入り板ガ

ラス6.8mm 以下

引き違い窓等 ○ ○ × ×

はめ殺し窓 × × × ×



合わせ

ガラス

(R 3205)

○フロート板ガラス

5.0mm 以下＋ ＰＶＢ

（ポリビニルブチラ

ール）60mil（膜厚1.52

㎜）以下＋フロート板

ガラス5.0mm 以下

○フロート板ガラス

6.0mm 以下＋ ＰＶＢ

（ポリビニルブチラ

ール）60mil（膜厚1.52

㎜）以下＋網入り板ガ

ラス又は線入り板ガ

ラス6.8mm 以下

○フロート板ガラス

3.0mm 以下＋ ＰＶＢ

（ポリビニルブチラ

ール）60mil（膜厚1.52

㎜）以下＋型板ガラス

4.0mm 以下

引き違い窓等 ○ × × ×

はめ殺し窓 × × × ×

倍強度ガラス（R 3222）
引き違い窓等 × × × ×

はめ殺し窓 × × × ×

備考

１ 足場ありとは、避難階又はバルコニー、屋上広場等の破壊作業のできる足場が設

けられているものをいう。

２ はめ殺し窓を有効開口部と認める場合において、容易に破壊できる窓には、当

該開口部に条例第41条の５第２項第６号に規定する消防隊進入口の表示を貼付す

ること。

３ フィルムＡは、開口部のガラスに貼付された窓用フィルムのうち次のものをいう。

⑴ ＰＥＴ製窓ガラス用フィルムのうち、多積層（引裂強度を強くすることを目的

として数十枚のフィルムを重ねて作られたフィルムをいう。以下同じ。）以外で、

基材の厚さが100μm 以下のもの（内貼り用、外貼り用は問わない。）を貼付した

ガラス

⑵ 塩化ビニル製窓ガラス用フィルムのうち、基材の厚さが400μm 以下のもの（内

貼り用、外貼り用は問わない。）を貼付したガラス

４ フィルムＢは、開口部のガラスに貼付された窓用フィルムのうち次のものをいう。

⑴ ＰＥＴ製窓ガラス用フィルムのうち、多積層以外で、基材の厚さが100μm を超

え400μm 以下のもの（内貼り用、外貼り用は問わない。）を貼付したガラス

⑵ ＰＥＴ製窓ガラス用フィルムのうち、多積層で、基材の厚さが100μm 以下のも

の（内貼り用、外貼り用は問わない。）を貼付したガラス

別記３



別記４

開口部の組合せによる有効開口部算定について

開口部の組合せによる形態 判断基準等

① 風除室が

ある場合

風除室

A

B C

D

Ａと（Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）の有効開口

部面積を比較し、面積の少ない方

で有効開口部算定を行う。

上記により、Ａが有効開口部算

定される場合の階床面積は、風除

室の面積を除く面積として差し

支えない。

② シャッタ

ーと扉の組

合せの場合

A B

A B

内部

外部 シャッター

外部

内部

シャッター

内部

外部

駐車場、店舗等

シャッター

A B

ア

イ

ウ

○ シャッターが有効開口部と

みなされる場合

ア Ａ、Ｂで有効開口部算定を行

う。

この場合の階床面積は、Ａ、

Ｂ開口部面とシャッター面に

囲まれた部分を除いた面積と

して差し支えない。

イ Ａ、Ｂで有効開口部算定を行

う。

ウ シャッターと扉の間の状況

によりシャッター部分で有効

開口部算定を行う。ただし、Ａ

とＢが有効開口部である場合

に限る。

③ 外壁の直

近に間仕切

り壁等があ

る場合

内部

外部

通路幅１ｍ以上

A

A

ア

イ 内部

外部

内装材

ア 通路幅１ｍ以上であれば、Ａ

は有効開口部算定可とする。

ただし、通路に通行障害とな

るものが置かれない場合に限

る。

イ 内装材の種類及び厚さ等に

かかわらず、Ａは有効開口部算

定不可とする。

④ 外壁面に

バルコニー

がある場合 A

B

1.0ｍ以上

手すり高
1.2ｍ以下

C

D

60ｃｍ以上

Ａが１ｍ以上、かつ、Ｂ（手す

りの高さ）が1.2ｍ以下、かつＤ

（バルコニー幅）が60ｃｍ以上の

場合には、Ｃは有効開口部算定可

とする。

なお、バルコニーに面する敷地

が１ｍ未満の場合は、別記１の⑶

によること。



別記５

大型開口部の有効開口部算定について

種 別
平常時の

開閉方式

停電時、屋内か

らの開放措置
非常時、外部からの進入措置

算定

可否

軽量シャッター
電動式

チェーン等によ

り手動で開放

水圧開放装置（※１）によ

り開放
可

手動式 手動で開放 エンジンカッター等（※２） 可

重量シャッター

電動式

チェーン又はハ

ンドル等により

手動で開放

水圧開放装置（※１）によ

り開放
可

手動式 手動で開放
水圧開放装置（※１）によ

り開放
可

軽量オーバー

スライダー

シャッター

電動式
チェーン等によ

り手動で開放
水圧開放装置（※１） 可

手動式 手動で開放 エンジンカッター等（※２） 可

重量オーバー

スライダー

シャッター

電動式
チェーン等によ

り手動で開放
水圧開放装置（※１） 可

手動式 手動で開放

水圧開放装置（※１）

※シャッターから歩行距離

で５ｍ以内に有効開口部と

なる出入口がある場合を除

く。

可

ハンガードア

電動式 手動で開放

○ ハンガードアに進入可

能なくぐり戸がある場合

○ ハンガードアから歩行

距離で５ｍ以内に有効開

口部となる出入口がある

場合

可

手動式 手動で開放

○ ハンガードアに進入可

能なくぐり戸がある場合

○ ハンガードアから歩行

距離で５ｍ以内に有効開

口部となる出入口がある

場合

可

※１ 水圧開放装置（認定品）は、送水圧により電動開閉スイッチを作動（非常電

源付き)させ、巻き上げる方式とする。(別図参照)

避難階以外の階で当該装置を使用する場合、送水口は避難階を原則とし、電

動開閉スイッチの設置される高さにおいて、必要送水圧が確保できるよう設置

すること。

※２ エンジンカッター等消防車両に積載の資機材を使用し開放可能な場合で、避

難階に設けた場合のみ有効開口部算定可とする。ただし、避難階以外の階であっ

てもシャッターの幅以上、かつ、奥行き１ｍ以上の有効に消火活動ができるスペ

ースを設けた場合は、有効開口部算定可とする。



備考

１ 重量、軽量の定義を明確化した基準はないが、概ね材質厚が1.5㎜以上を重量

（特定防火設備である防火戸を想定）、材質厚0.8㎜以下を軽量としている。そ

の中間材質厚のものは、原則として重量と定義付けるものとする。

２ 種別、開閉方式等については、代表的なものを掲載した。これらと内容が異

なる場合で、判断が困難なものについては消防本部予防課指導係と協議するこ

と。

別図



別記６

特殊開口部の有効開口部算定の判断基準

開口部の形態等 判断基準等

① ガラス

小窓付き

鉄扉等

20ｃｍ以上

30ｃｍ
以上

内側は解錠可能な
サムターン錠等

内側は解錠可能な
サムターン錠等

15ｃｍ以上

60ｃｍ
以上

容易に破壊することのでき

るガラス（別記３）を使用し

たガラス小窓（20cm×30cm 以

上又は、15cm×60cm 以上）付

き鉄扉等で、当該小窓を破壊

し、内側の施錠を容易に解錠

できる場合は、鉄扉等を有効

開口部として算定することが

できる。

② シート

素材を使

用した開

口部につ

いて 屋外側：容易に切り裂くこと
のできる素材等

屋内側：容易に開放できる場合

ＧＬ

開口部の素材が容易に切り

裂くことのできるシート素材

等で、かつ、内側から容易に

開放できる場合にあっては、

当該開口部を有効開口部とし

て算定することができる。

③ じゅう

器等が開

口部前面

に置かれ

た場合

開
口
部

ころ付き
かつ

容易に移動可能

じゅう器等

開口部の前面にじゅう器等
が置かれた場合は、原則とし
て有効開口部算定不可とす
る。ただし、次の場合は有効
開口部として算定することが
できる。
○ じゅう器等がころ付きの
もので、容易に移動させる
ことができ、かつ、消防隊
進入口の表示を貼付したも
の

④ 開口部

の下端が

床 か ら

1.2 ｍ を

超える場

合

1.2ｍを
超える

30ｃｍ
以下

不燃材料

かつ
堅固な構造

開口部の
幅以上

床に固定

30cm
以上

1.2ｍ以内

開口部の下端が床から1.2

ｍを超える場合は、原則とし

て有効開口部算定不可とす

る。ただし、次の要件を全て

満たす踏み台を設けた場合は

有効開口部として算定するこ

とができる。

⑴ 不燃材料、かつ、堅固な

構造

⑵ 床に固定 

⑶ 高さは概ね30cm 以内、踏

面は奥行30cm 以上、幅は開

口部の幅以上のもの

⑷ 踏み台から開口部下端ま

での高さが1.2ｍ以内


